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番 号 表 題 担当課名

６３ 特定調達契約について一般競争入札により 管財課

落札者を決定した件

６４ 指定居宅サービス事業の廃止について届出 長寿いきがい課

があった件

６５ 指定介護予防サービス事業の廃止について 同

届出があった件

６６ 林業種苗法の規定による生産事業者を登録 林業振興課

した件

６７ 県道の路線を変更する件 高規格道路課

６８ 道路の区域を決定する件 同

６９ 道路の区域を変更する件 同

７０ 道路の供用を開始する件 同

【労働委員会告示】

番 号 表 題 担当課名

１ 徳島県労働委員会のあっせん員候補者を告

示する件



徳
島
県
告
示
第
六
十
三
号

徳
島
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
（
平
成
八
年
徳
島
県
規
則
第
二

十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の

で
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第

三
百
七
十
二
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
二
月
四
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

教
育
用
タ
ブ
レ
ッ
ト
（
Ｃ
ｈ
ｒ
ｏ
ｍ
ｅ
ｂ
ｏ
ｏ
ｋ
）

四
千
台
（
賃
貸
借
）

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

徳
島
県
教
育
委
員
会
事
務
局
教
育
Ｄ
Ｘ
推
進
課

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
七
年
一
月
二
十
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

Ｎ
Ｅ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社

東
京
都
港
区
港
南
二
丁
目
一
五
番
三
号

五

落
札
金
額

六
百
二
十
八
万
八
百
九
十
円
（
月
額
）

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

令
和
六
年
十
二
月
三
日



徳
島
県
告
示
第
六
十
四
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出

が
あ
っ
た
。

令
和
七
年
二
月
四
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

廃
止
の
届
出

廃

止

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

の

受

理

日

年

月

日

医
療
法
人
道
志
社

徳
島
市
大
原
町
余
慶
一
番
一

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

徳
島
市
大
原
町
千
代
ヶ
丸
一
四

訪
問
看
護

令
和
六
年
十
一

令
和
六
年
十
二

ン
ア
イ
ナ

六
番
地

月
二
十
六
日

月
三
十
一
日

株
式
会
社
Ｂ
ｅ

Ｂ
ｒ

大
阪
市
福
島
区
福
島
七
丁
目
三

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

板
野
郡
藍
住
町
奥
野
字
原
八
六

同

同

同

ａ
ｖ
ｅ

―
一
八

第
一
住
建
福
島
駅
前

ン

ビ
ブ
レ
藍
住

―
一

ロ
マ
ン
ス
ハ
イ
ツ
一
〇

二
十
八
日

ビ
ル
五
階

三

医
療
法
人
村
山
内
科

三
好
市
池
田
町
サ
ラ
ダ
一
七
九

村
山
内
科

三
好
市
池
田
町
サ
ラ
ダ
一
七
九

同

同

十
二

同

五
番
地
一

五
番
地
一

月
三
日

有
限
会
社
テ
ィ
ー
エ
ー

徳
島
市
佐
古
二
番
町
一
一
番
六

青
い
鳥
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

徳
島
市
佐
古
六
番
町
一
二
番
一

通
所
介
護

同

十
一

同

シ
ー

―
六
〇
一
号

セ
ン
タ
ー

一
号

月
三
十
日



徳
島
県
告
示
第
六
十
五
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
、
次
の
と

お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
七
年
二
月
四
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

指

定

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

廃
止
の
届
出

廃

止

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

の

受

理

日

年

月

日

医
療
法
人
道
志
社

徳
島
市
大
原
町
余
慶
一
番
一

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

徳
島
市
大
原
町
千
代
ヶ
丸
一
四

介
護
予
防
訪
問

令
和
六
年
十
一

令
和
六
年
十
二

ン
ア
イ
ナ

六
番
地

看
護

月
二
十
六
日

月
三
十
一
日

株
式
会
社
Ｂ
ｅ

Ｂ

大
阪
市
福
島
区
福
島
七
丁
目
三

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

板
野
郡
藍
住
町
奥
野
字
原
八
六

同

同

同

ｒ
ａ
ｖ
ｅ

―
一
八

第
一
住
建
福
島
駅
前

ン

ビ
ブ
レ
藍
住

―
一

ロ
マ
ン
ス
ハ
イ
ツ
一
〇

二
十
八
日

ビ
ル
五
階

三

医
療
法
人
村
山
内
科

三
好
市
池
田
町
サ
ラ
ダ
一
七
九

村
山
内
科

三
好
市
池
田
町
サ
ラ
ダ
一
七
九

同

同

十
二

同

五
番
地
一

五
番
地
一

月
三
日



徳
島
県
告
示
第
六
十
六
号

林
業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
六
年
十
二
月
二
十
日
に
、
生
産
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
登

録
し
た
。

令
和
七
年
二
月
四
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

登
録

生

産

事

業

者

生
産
事
業
の
内
容

事

業

所

番
号

氏

名

住

所

種
穂

苗

木

名

称

所
在
地

６

海
部
郡
美
波
町
北
河
内
字
北
分

採
取

幼
苗
及
び
幼

海
部
郡
美
波
町
北
河
内
字
北
分

１

坂
本

登

苗
以
外
の
苗

坂
本

登

６

二
三
九

精
選

木
の
育
成

二
三
九



徳
島
県
告
示
第
六
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
県
道

の
路
線
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
県
土
整
備
部
高
規
格
道
路
課
に
お
い
て
、
令
和
七
年
二
月
四
日
か
ら
二
週

間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
二
月
四
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

道
路
の
種
類

県
道

整
理

起

点

道
路
法
第
七
条

旧
新
別

路
線
名

重
要
な
経
過
地

備

考

番
号

終

点

第
一
項
該
当
号

三
好
郡
池
田
町

旧

込
野
観
音
寺

４

香
川
県
三
豊
郡
山
本
町

６

三
好
市
池
田
町

新

込
野
観
音
寺

４

香
川
県
三
豊
市
山
本
町



徳
島
県
告
示
第
六
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
決
定
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
県
土
整
備
部
高
規
格
道
路
課
に
お
い
て
、
令
和
七
年
二
月
四
日
か
ら
二
週

間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
二
月
四
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

道
路
の
種
類

県
道

整
理

敷

地

の

幅

員

延

長

路
線
名

区

間

備
考

番
号

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

三
好
市
池
田
町
西
山
込
野

二
五
六
六
番
一
か
ら

６

込
野
観
音
寺

同

白
地
ノ
ロ

二
・
八
～
一
二
一
・
〇

九
、
三
八
〇
・
五

ウ
チ
一
〇
七
〇
番
一
の
二

七
（
香
川
県
境
）
ま
で



徳
島
県
告
示
第
六
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局
三
好
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
七
年
二
月
四
日
か
ら
二
週

間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
二
月
四
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

道
路
の
種
類

県
道

整
理

新
旧

敷

地

の

幅

員

延

長

路
線
名

区

間

番
号

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

三
好
市
池
田
町
松
尾
大
申
一

九
二
番
二
地
先
か
ら

四
・
〇
～
九
〇
・
六

一
、
五
四
六
・
九

同

一

旧

２

山
城
東
祖

四
二
番
六
地
先
ま
で

３

谷
山

同

九
・
〇
～
九
〇
・
六

五
九
七
・
九

同

新

九
・
〇
～
五
二
・
〇

五
九
七
・
九



徳
島
県
告
示
第
七
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
県
土
整
備
部
高
規
格
道
路
課
に
お
い
て
、
令
和
七
年
二
月
四
日
か
ら
二
週

間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
二
月
四
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

道
路
の
種
類

県
道

整
理

延

長

路
線
名

区

間

供

用

開

始

の

期

日

番
号

（
メ
ー
ト
ル
）

三
好
市
池
田
町
西
山
込
野
二
五
六

六
番
一
か
ら

九
、
三
八
〇
・

６

込
野
観
音
寺

同

白
地
ノ
ロ
ウ
チ
一

令
和
七
年
二
月
四
日

五

〇
七
〇
番
一
の
二
七
（
香
川
県
境

）
ま
で



徳
島
県
労
働
委
員
会
告
示
第
一
号

労
働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
者
を
徳
島
県

労
働
委
員
会
の
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
と
し
て
、
労
働
関
係
調
整
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
四
百

七
十
八
号
）
第
四
条
及
び
労
働
委
員
会
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
中
央
労
働
委
員
会
規
則
第
一
号
）
第
六
十

八
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
二
月
四
日

徳
島
県
労
働
委
員
会
会
長

豊

永

寛

二

徳
島
県
労
働
委
員
会
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
名
簿

（
令
和
七
年
一
月
二
十
三
日
現
在
）

氏

名

現

職

略

歴

豊

永

寛

二

弁
護
士

徳
島
県
労
働
委
員
会
委
員
（
九
期
・
現)

島

内

保

彦

弁
護
士

徳
島
県
労
働
委
員
会
委
員
（
八
期
・
現)

鍋

恵
美
子

公
認
会
計
士

徳
島
県
労
働
委
員
会
委
員
（
四
期
・
現)

永

本

能

子

弁
護
士

徳
島
県
労
働
委
員
会
委
員
（
三
期
・
現)

宮

本

世
志
美

特
定
社
会
保
険
労
務
士

徳
島
県
労
働
委
員
会
委
員
（
二
期
・
現)

日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
徳
島
県
連
合
会

島

和

久

徳
島
県
労
働
委
員
会
委
員
（
二
期
・
現)

会
長

情
報
産
業
労
働
組
合
連
合
会
徳
島
県
協
議
会

岡

美
由
紀

徳
島
県
労
働
委
員
会
委
員
（
一
期
・
現)

議
長

森

本

光

全
徳
島
建
設
労
働
組
合
書
記
長

徳
島
県
労
働
委
員
会
委
員
（
一
期
・
現)

鈴

木

慎

Ｕ
Ａ
ゼ
ン
セ
ン
徳
島
県
支
部
長

徳
島
県
労
働
委
員
会
委
員
（
現)

三

木

裕

子

全
国
一
般
徳
島
地
方
労
働
組
合
書
記
長

徳
島
県
労
働
委
員
会
委
員
（
現)

中

村

孝

雄

株
式
会
社
旭
木
工
代
表
取
締
役
社
長

徳
島
県
労
働
委
員
会
委
員
（
四
期
・
現)

関
西
ピ
ー
・
エ
ス
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
株
式
会
社

坂

本

守

徳
島
県
労
働
委
員
会
委
員
（
三
期
・
現
）

代
表
取
締
役

中

村

晃

子

丸
豊
保
険
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社
代
表
取
締
役

徳
島
県
労
働
委
員
会
委
員
（
三
期
・
現
）

脇

田

亮

徳
島
県
経
営
者
協
会
専
務
理
事

徳
島
県
労
働
委
員
会
委
員
（
一
期
・
現)

小

濱

晃

子

株
式
会
社
Ｔ
Ｂ
Ｂ
取
締
役

徳
島
県
労
働
委
員
会
委
員
（
一
期
・
現)

坂

東

淳

労
働
委
員
会
事
務
局
長

秋

山

孝

人

労
働
委
員
会
事
務
局
次
長

岩

田

美

穂

労
働
委
員
会
事
務
局
調
整
課
長

中

山

貴

晶

労
働
委
員
会
事
務
局
審
査
課
長


